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区 議 会 の し く み
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01 豊 島 区 議 会 の し く み

豊 島 区 自 治 の 推 進 に 関 す る 基 本 条 例
第 3 1 条 ( 区 議 会 の 役 割 )  

1.区議会は、自立的な意思決定機能の向上を図るとともに、区民自治の発展を支える
役割を果たさなければならない。

2.区議会は、区民の意思の把握に努め、これを区政に反映させるため、政策の提案
及び立法を行わなければならない。

3.区議会は、区長等が執行する事務・事業に関する検査、調査、意見聴取等の権限
を活用し、適正に事務・事業が執行されているかを監視しなければならない。



区民

区議会
(議決機関)

区長
(執行機関)

議決・調査・検査

行政サービス
選挙

請願・陳情

予算・条例提案

広報
本会議公開

選挙
要望・陳情

区 議 会 と 区 長 の 関 係



第 3 2 条 ( 議 会 運 営 )  
1.区議会は、区民の意思を代表する議事機関
としての役割を果たすため、十分な審議を
尽くすとともに、円滑な議会運営に努めな
ければならない。

2.区議会は、区民と政策情報の共有を図り、
議会活動について区民に分かりやすく説明
するとともに、議会への区民参加を推進し、
開かれた議会運営に努めなければならない。



01 豊 島 区 議 会 の し く み

常 任 委 員 会
総務委員会
(定数9人) 

政策経営部、総務部、施設管理部、会計管理室、選挙管理委員会及び監査
委員の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に所属しない事項

区民厚生委員会
(定数9名)

都市整備委員会
（定数9人）

子ども文教委員会
（定数9人）

現在4つあり、議員はいずれか1つに入ること、
任期は1年と決められています。

区民部及び保健福祉部の所管に関する事項

環境清掃部及び都市整備部の所管に関する事項

文化商工部、子ども家庭部及び教育委員会の所管に関する事項



01 豊 島 区 議 会 の し く み

特 別 委 員 会
豊島副都心開発調査

特別委員会
(定数36人)

副都心としての開発等の諸問題に関する調査

特定の案件がある場合に設けられ、審査・調査終了により消滅します。
現在5つの特別委員会が設置されています。また、予算や決算を審査す
るための特別委員会は毎年設置されるのが通例となっています。

行財政改革調査
特別委員会
(定数9名)

特別区の事務事業及び財政制度に関する事項
環境・清掃対策調査

特別委員会
(定数9名)

防災・震災対策調査
特別委員会
(定数9名)

リサイクル及びごみ問題並びに公害・環境問題に関する調査

防災拠点、避難路、避難場所等に関する調査
公共施設・公共用地有効
活用対策調査特別委員会

(定数9名)
学校跡地、公共施設及び公共用地のあり方に関する調査



第 3 3 条

区議会議員は、多様な区民の意見・要望を集約
し、総合的な視点に立って、区政に反映させる
ことを行動の指針としなければならない。



予 算 特 別 委 員 会
02



02 予 算 特 別 委 員 会

委員長：芳賀竜朗 副委員長：高橋佳代子
竹下ひろみ・松下創一郎・有里真穂

西山陽介・根岸光洋・北岡あや子
川瀬さなえ・さくま一生・中山よしと

星京子・原田たかき
森とおる・小林ひろみ

林二葉・入江あゆみ
小林弘明



①積極的な編成による過去最大規模の予算
②さらに区民視点を重視した予算
③財政調整基金や起債等を活用した予算編成

02 予 算 特 別 委 員 会

令 和 ６ 年 度 予 算 の 特 徴



02 令 和 ６ 年 度 予 算 の 概 要
一般会計当初予算規模は、１，５２９億３，５０８万２千円

前年度に比べ１６７億８４百万の増となり、これまで最大規模で
あった令和元年度を越え、過去最大の予算規模となりました。

特別会計を含めた財源規模は２，１２０億５０百万、
前年度に比べ１５８億８３百万円の増となりました。



02 予 算 特 別 委 員 会

①学校教育について
②防災対策について
③ワクチンについて

もっとも質疑が多かった項目



02

・特別支援教育について
・教育に関わる負担軽減について
・部活動について

①学校教育について
もっとも質疑が多かった項目

予 算 特 別 委 員 会



02

・総合防災システムについて
・防災協定について
・エレベーターの防災備蓄ポケット設置について

②防災対策について

予 算 特 別 委 員 会

もっとも質疑が多かった項目



・子どものインフルエンザワクチン接種助成について
・HPVワクチンの男性接種について
・帯状疱疹ワクチン接種助成について

02

③ワクチンについて
予 算 特 別 委 員 会

もっとも質疑が多かった項目



03
総 務 委 員 会



03 総 務 委 員 会

委 員 長 ： 藤 澤 愛 子 副 委 員 長 ： 島 村 高 彦
小 林 弘 明 ふ る ぼ う 知 生
中 山 よ し と 根 岸 光 洋
竹 下 ひ ろ み 細 川 正 博
小 林 ひ ろ み



03 総 務 委 員 会

１．第19号議案 旧第十中学校跡地への野外スポーツ施設整備・
管理運営事業設計・建設・工事管理に関する委託
契約の一部変更について

２．第17号議案 高南保育園改築工事請負契約について
第18号議案 長崎保育園全面改修工事請負契約について



03 総 務 委 員 会

１．第19号議案
旧第十中学校跡地への野外スポーツ施設整備・
管理運営事業設計・建設・工事管理に関する
委託契約の一部変更について



03 総 務 委 員 会



03 総 務 委 員 会



03 総 務 委 員 会



03 総 務 委 員 会



03 総 務 委 員 会

２．第17号議案 高南保育園改築工事請負契約について



03 総 務 委 員 会



03 総 務 委 員 会

第18号議案 長崎保育園全面改修工事請負契約について



03 総 務 委 員 会



区 民 厚 生 委 員 会
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04 区 民 厚 生 委 員 会

委 員 長 ： 森 と お る 副 委 員 長 ： 有 里 真 穂
泉 谷 つ よ し 松 下 創 一 郎
片 岡 き ょ う こ 塚 田 ひ さ こ
西 山 陽 介 高 橋 佳 代 子
儀 武 さ と る



04 区 民 厚 生 委 員 会

豊島区
介護保険条例の

一部を改正する条例



04 区 民 厚 生 委 員 会

＜ 改 正 内 容 ＞
1.第９期介護保険事業計画期間
（令和６年度〜８年度）における保険料額の改定
2.国が示した介護保険料の標準段階にあわせ、
所得金額を変更する



04 区 民 厚 生 委 員 会

■保険料基準額は第８期計画（令和3年度〜５年度）と同額



04 区 民 厚 生 委 員 会

■世帯全員が住民税非課税世帯は保険料軽減



04 区 民 厚 生 委 員 会

■第４段階〜第６段階は同額



04 区 民 厚 生 委 員 会

■第７段階〜第１３段階



04 区 民 厚 生 委 員 会

■第１４段階〜第１６段階は保険料上昇



04 区 民 厚 生 委 員 会

豊島区
国民健康保険条例の
一部を改正する条例



■特別区における１人あたり保険料額
令和５年度182,171円➡ 令和６年度196,019円

前年度比＋7.6% 13,848円の増
■特別区総額168億円の負担抑制策で10,412円を抑制
■保険料増加の主な原因

04 区 民 厚 生 委 員 会



04 区 民 厚 生 委 員 会



04 区 民 厚 生 委 員 会



04 区 民 厚 生 委 員 会



04 区 民 厚 生 委 員 会

（報告事項）
新池袋保健所の

レイアウト等について









都 市 整 備 委 員 会
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05 都 市 整 備 委 員 会

委 員 長 ： 辻󠄀 薫 副 委 員 長 ： 井 上 幸 一
林 二 葉 西 崎 ふ う か
北 岡 あ や 子 川 瀬 さ な え
芳 賀 竜 朗 中 澤 ま さ ゆ き
垣 内 信 行



改正内容①利用申請者の資格の整備を行うもの

05 都 市 整 備 委 員 会

第13号議案「豊島区営住宅条例の一部を改正する条例」
改正内容②配偶者暴力防止法の一部改正に伴う利用申請者等の資格の規定に追加

1.対象者
改正後：ひとり親世帯を加える。

2.年齢要件
改正後：親は変わらず。子どもは、少なくとも

一人は12歳未満。
3.使用期間

改正後：10年経過する時点で子どもが18歳
でれば、再度最長で10年更新可能、
合計で最大20年入居可能。

接近禁止命令がこれまでの身体に対する暴力
だけでなく、精神的被害である自由や名誉、
財産、クレジットカードを取り上げられたなど
に対する脅迫についても相手、配偶者に接近
禁止命令が出せるようになります。



入居年数と子の年齢関係シミュレーション

05 都 市 整 備 委 員 会

入居期間と子の年齢の関係



改正内容①利用申請者の資格の整備を行うもの

05 都 市 整 備 委 員 会

第13号議案「豊島区営住宅条例の一部を改正する条例」
改正内容②配偶者暴力防止法の一部改正に伴う利用申請者等の資格の規定に追加

1.対象者
改正後：ひとり親世帯を加える。

2.年齢要件
改正後：親は変わらず。子どもは、少なくとも

一人は12歳未満。
3.使用期間

改正後：10年経過する時点で子どもが18歳
でれば、再度最長で10年更新可能、
合計で最大20年入居可能。

接近禁止命令がこれまでの身体に対する暴力
だけでなく、精神的被害である自由や名誉、
財産、クレジットカードを取り上げられたなど
に対する脅迫についても相手、配偶者に接近
禁止命令が出せるようになります。



改正内容① 1月1日から3日の休場日を廃止する。

05 都 市 整 備 委 員 会

第14号議案「豊島区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例」

休場日（令和6年1月3日）の状況①池袋駅東自転車駐車場の入り口前 ②池袋駅南自転車駐車場の入り口前



05 都 市 整 備 委 員 会
改正内容② 「豊島区立雑司ヶ谷駅自転車駐車場」を新設。



都 市 整 備 委 員 会05
改正内容② 「豊島区立雑司ヶ谷駅自転車駐車場」を新設。



改正内容② 「豊島区立雑司ヶ谷駅自転車駐車場」を新設

都 市 整 備 委 員 会05

都市整備委員会視察の模様 2月27日

第14号議案「豊島区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例」

コインラック式自転車開設 4月15日



都 市 整 備 委 員 会05
指定管理の対象施設は、目白地区の5施設



05 都 市 整 備 委 員 会

第20号議案「豊島区立自転車等駐車場の指定管理者の指定について」

• 2023年7月に公募。2団体から応募。
• 豊島区公の施設指定管理者審査委員会は

、学識経験者4名及び区職員3名。
• 一次審査は書類で、二次審査はプレゼン

テーションを実施。
• 9月にサイカパーキング株式会社に決定

。
• 指定管理者のサイカパーキング株式会社

は、今回で4期目。
• 指定期間は、令和6年4月1日から5年間。

• 候補者は、全国1,976の類似施設の運営実
績がある。

• 現指定管理者として5年間堅実に施設運営
してきた実績がある。

• 4月に新たにオープンする雑司ヶ谷駅自転
車駐車場の運営計画の提案があった。

• 従事社員の労務管理や人材育成などをし
っかり行っているということが評価され
ているとのことでした。

指定管理者の選定経過、結果 指定管理者の審査総評



05 都 市 整 備 委 員 会

第20号議案「豊島区立自転車等駐車場の指定管理者の指定について」
スロープに設置されたベルトコンベア 都市整備委員会委員



05 都 市 整 備 委 員 会

第20号議案「豊島区立自転車等駐車場の指定管理者の指定について」
スロープに設置されたベルトコンベア 都市整備委員会委員



子 ど も 文 教 委 員 会
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06 子 ど も 文 教 委 員 会

委 員 長 ： 星 京 子 副 委 員 長 ： さ く ま 一 生
入 江 あ ゆ み 宮 崎 け い 子
ふ ま ミ チ 池 田 裕 一
原 田 た か き 清 水 み ち こ
磯 一 昭



06 子 ど も 文 教 委 員 会

位置



06 子 ど も 文 教 委 員 会

◆制定理由◆
地域の中核的な役割を担う機関として、

高度な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、
併せて障害児やその家族、その関係者に対して総合的に対応する

児童発達支援センターを公の施設として設置。

豊島区立児童発達支援センター条例



06 子 ど も 文 教 委 員 会

1. 児童発達支援センターの役割
①西部子ども家庭支援センターは、集団や個別の通所による養育を行い、
日常生活における基本動作の獲得や集団適応訓練などの支援を実施。

②医務室、静養室、調理室を新たに設置。今後は専門的な支援とし
て作業療法、言語指導、音楽療法に加え、栄養指導を追加し実施。

③保護者からの依頼に基づく保育所等訪問支援や障害児を預かる施設
らの相談を受け、助言や支援を行う。



06 子 ど も 文 教 委 員 会

２.西部子ども家庭支援センターと児童発達支援センター



06 子 ど も 文 教 委 員 会

3.位置



06 子 ど も 文 教 委 員 会

豊島区立芸術文化劇場・豊島区区民センター



06 子 ど も 文 教 委 員 会

としま区民センター及び豊島区立芸術文化劇場の
指定管理者の指定について

1.対象施設：としま区民センター、豊島区立芸術文化劇場
2.指定管理者：公益財団法人としま未来文化財団
3.主な業務内容：文化芸術に関する事業、

区から受託する文化施設の管理運営、
まちづくり活動の推進と支援



07
質 疑 応 答



THANK YOU!

あ り が と う ご ざ い ま し た

ア ン ケ ー ト の ご 記 入 を お 願 い い た し ま す

ア ン ケ ー ト


